
(1)               規       約          (令和２年６月２５日) 
          
 

全
国
公
共
図
書
館
協
議
会
規
約 

 

最
終
改
正 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 
 

第
一
章 

総 
 

則 

（
名 

称
） 

第 

一 

条 

こ
の
会
は
、
全
国
公
共
図
書
館
協

議
会
と
称
す
る
。 

（
構 

成
） 

第 

二 

条 

こ
の
会
は
、
全
国
の
公
共
図
書
館

を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 

２ 

国
立
国
会
図
書
館
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
別
に
定
め
る
。 

（
事
務
所
） 

第 

三 

条 

こ
の
会
の
事
務
所
は
、
会
長
が
所

属
す
る
図
書
館
内
に
置
く
。 

第
二
章 

目
的
及
び
事
業 

（
目 

的
） 

第 

四 

条 

こ
の
会
は
、
全
国
の
公
共
図
書
館

相
互
の
連
絡
を
密
に
し
、
図
書
館
に
関
す
る

調
査
研
究
を
行
い
、
図
書
館
の
発
展
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
事 

業
） 

第 

五 

条 

こ
の
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成 

す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。 

 

         
 

⑴ 

公
共
図
書
館
に
関
す
る
行
政
、
財
政
及

び
事
業
の
調
査
研
究 

 
 

⑵ 

資
料
の
収
集
及
び
情
報
の
交
換 

 
 

⑶ 

関
係
機
関
に
対
す
る
要
望 

 
 

⑷ 

そ
の
他
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項 

第
三
章 

役 
 

員 

（
役 

員
） 

第 

六 

条 
こ
の
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

 
 
 

⑴ 

会 

長 
 
 
 

一
名 

 
 
 

⑵ 

副
会
長 

 
 
 

五
名
以
内 

 
 
 

⑶ 

理 

事 
 

三
十
六
名
以
内 

 
 
 

⑷ 

監 

事 
 
 
 

三
名 

 

２ 

会
長
及
び
副
会
長
は
、
理
事
の
互
選
と
し

て
総
会
で
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

理
事
は
、
別
に
定
め
る
別
紙
一
の
区
分
か
ら

の
推
薦
に
よ
り
総
会
で
承
認
す
る
も
の
と

す
る
。 

４ 

監
事
は
、
総
会
に
お
い
て
選
出
す
る
。 

５ 

役
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。 

６ 

補
欠
に
よ
る
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。 

（
職
務
権
限
） 

第 

七 

条 

会
長
は
、
こ
の
会
を
代
表
し
、
会

務
を
総
理
す
る
。 

 

２ 

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事

故
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
行
う
。 

 

３ 

理
事
は
会
務
を
審
議
す
る
。 

 

４ 

監
事
は
、
会
計
を
監
査
す
る
。 

 
 
 

第
四
章 

会 
 

議 

（
会 

議
） 

第 

八 

条 

こ
の
会
の
会
議
は
、
総
会
及
び
理

事
会
と
す
る
。 

（
総 

会
） 

第 

九 

条 

総
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。 

 

２ 

総
会
は
、
構
成
員
の
五
分
の
一
以
上
の
出

席
で
成
立
す
る
。 

３ 

議
事
の
成
立
は
、
出
席
者
の
過
半
数
の
同

意
を
も
っ
て
決
め
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

議
長
の
決
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４ 

定
期
総
会
は
、
毎
年
一
回
開
催
す
る
。
た

だ
し
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
又
は
、

構
成
員
の
三
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
っ

た
と
き
は
、
臨
時
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

５ 

総
会
の
権
限
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

⑴ 

主
要
事
業
の
決
定
及
び
事
業
報
告
の
承 

 

認 

⑵ 

予
算
の
決
定
及
び
決
算
の
承
認 

⑶ 
規
約
の
改
正 

⑷ 
そ
の
他
、
こ
の
会
の
目
的
の
達
成
に
、 

必
要
か
つ
重
要
な
事
項 

（
理
事
会
） 

第 

十 

条 

理
事
会
は
、
会
長
、
副
会
長
及
び

理
事
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 

２ 

理
事
会
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と

き
、
又
は
、
理
事
の
三
分
の
一
以
上
の
要

求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
会
長
が
紹
集
す
る
。 

３ 

理
事
会
は
、
構
成
員
の
過
半
数
の
出
席

で
成
立
す
る
。 

４ 

理
事
会
は
、
次
の
こ
と
を
審
議
執
行
す
る
。 

 
 

⑴ 

総
会
に
提
出
す
る
議
案 

 
 

⑵ 

総
会
か
ら
委
任
さ
れ
た
事
項 

 
 

⑶ 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 

５ 

総
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

会
長
が
認
め
た
場
合
に
は
、
理
事
会
は
総

会
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
を
行
う
。
た
だ

し
、
次
期
総
会
に
お
い
て
承
認
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
理
事
会
に
準

用
す
る
。 

 
 
 

第
五
章 

部 
 

会 

（
部 

会
） 

第
十
一
条 

(

削
除) 

 
 
 

第
六
章 

地
方
組
織
及
び
委
員
会 

（
地
方
組
織
） 

第
十
二
条 

こ
の
会
に
、
各
地
区
協
議
会
及
び

各
都
道
府
県
協
議
会
を
置
く
。 

 

２ 

前
項
の
協
議
会
に
関
す
る
組
織
及
び
運

営
に
つ
い
て
特
別
に
定
め
る
。（
別
紙
三
） 

（
委
員
会
） 

第
十
三
条 

こ
の
会
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、

委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

委
員
会
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。 

 
 

（
別
紙
四
） 

 
 
 

第
七
章 

参 
 

与 

（事 務 局） 
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(令和２年６月２５日)         規       約                  (2) 

（
参 

与
） 

第
十
四
条 

こ
の
会
に
参
与
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。 

 

２ 
参
与
は
、
理
事
会
の
推
薦
に
よ
り
、
会

長
が
委
嘱
す
る
。 

３ 

参
与
は
、
理
事
会
に
出
席
し
、
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

第
八
章 

会 
 

計 

（
経 

費
） 

第
十
五
条 

こ
の
会
の
経
費
は
次
の
も
の
を 

も
っ
て
充
て
る
。 

 
 

⑴ 

分
担
金 

 
 

⑵ 

国
庫
補
助
金 

 
 

⑶ 

そ
の
他
の
収
入 

 

２ 

分
担
金
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。 

 
 

（
別
紙
五
） 

（
会
計
年
度
） 

第
十
六
条 

こ
の
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四

月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日

に
終
わ
る
。 

 
 
 

第
九
章 

事 

務 

局 

（
事
務
局
） 

第
十
七
条 

こ
の
会
に
事
務
局
を
置
く
。 

 

２ 

事
務
局
は
、
会
長
の
統
括
の
も
と
に
事

務
を
処
理
す
る
。 

３ 

事
務
局
に
必
要
な
職
員
を
置
く
。 

４ 

職
員
は
会
長
が
任
命
又
は
委
嘱
す
る
。 

５ 

事
務
局
及
び
職
員
に
関
す
る
事
項
は
、

会
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

第
十
章 

雑 
 

則 

（
細 

則
） 

第
十
八
条 

こ
の
規
約
に
定
め
て
あ
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
会
の
運
営
に
必
要
な
細
則
の
制

定
及
び
改
廃
は
、
理
事
会
の
承
認
を
経
て
、

会
長
が
定
め
る
。 

付 

則
（
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
五
日
） 

１ 

こ
の
規
約
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十

五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
十
二
条
の
下
部
組
織
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
現
に
存
す
る
組
織
を
も
っ
て
、
こ

れ
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

別
紙
一 

         

付 

則
（
昭
和
四
十
七
年
六
月
二
十
二 

日
役
員
数
改
正
） 

こ
の
規
約
は
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
二
十
二 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

付 

則
（
昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
七 

日
役
員
の
任
期
改
正
） 

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
役
員

の
任
期
は
昭
和
四
十
九
年
度
に
限
り
一
年
と
す
る
。 

付 

則
（
昭
和
五
十
七
年
六
月
二
十
一 

日
役
員
数
改
正
） 

こ
の
規
約
は
、
昭
和
五
十
七
年
六
月
二
十
一 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
一 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

別
紙
二
（
削
除
） 

別
紙
三 地

区
協
議
会
都
道
府
県
協
議
会
通
則 

第
一
章 

総 
 

則 

（
目 

的
） 

第 

一 

条 

こ
の
通
則
は
、
全
国
公
共
図
書
館

協
議
会 (

以
下
「
全
国
協
議
会
」
と
い
う
。) 

規
約
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
地
区
協

議
会
及
び
都
道
府
県
協
議
会
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

第
二
章 

地
区
協
議
会 

（
地
区
協
議
会
） 

第 

二 

条 

地
区
協
議
会
は
、
全
国
協
議
会
及

び
都
道
府
県
協
議
会
と
密
接
な
連
絡
の
も

と
に
事
業
を
行
い
、
こ
の
全
国
協
議
会
の
目

的
の
達
成
並
び
に
運
営
の
促
進
を
図
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

地
区
協
議
会
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
事 

業
） 

第 

三 

条 

地
区
協
議
会
は
、
次
の
事
業
を
行

う
。 

⑴ 

調
査
研
究 

⑵ 

資
料
収
集
及
び
情
報
交
換 

⑶ 

連
絡
協
力 

⑷ 

そ
の
他
必
要
な
事
業 

（
役 
員
） 

第 

四 
条 
地
区
協
議
会
に
次
の
役
員
を
置

く
。 

⑴ 

会 

長 

⑵ 

副
会
長 

⑶ 

幹 

事 

⑷ 

そ
の
他 

２ 

前
項
の
幹
事
は
、
地
区
よ
り
選
出
し
、
会 

長
及
び
副
会
長
は
幹
事
の
互
選
と
す
る
。 

（
経 

費
） 

第 

五 

条 

地
区
協
議
会
の
経
費
は
、
次
の
も

の
を
も
っ
て
充
て
る
。 

⑴ 

分
担
金 

⑵ 

そ
の
他
の
収
入 

２ 

地
区
協
議
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月

一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日

に
終
わ
る
。 

（
事
務
局
） 

第 

六 

条 

地
区
協
議
会
の
事
務
局
は
、
会
長

が
所
属
す
る
図
書
館
内
に
置
く
。 

（
連 

絡
） 

第 

七 

条 

地
区
協
議
会
は
、
会
則
、
役
員
名

簿
を
全
国
協
議
会
の
会
長
に
連
絡
す
る
も

の
と
す
る
。
変
更
が
あ
っ
た
と
き
も
同
様
と

す
る
。 

２ 

地
区
協
議
会
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
直

ち
に
事
業
報
告
書
を
全
国
協
議
会
の
会
長

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章 

都
道
府
県
協
議
会 

第 

八 

条 

都
道
府
県
協
議
会
は
、
全
国
協
議

会
及
び
地
区
協
議
会
と
密
接
な
連
絡
の
も

と
に
事
業
を
行
い
、
こ
の
全
国
協
議
会
の
目

的
の
達
成
並
び
に
運
営
の
促
進
を
図
る
。 

（
準 

用
） 

第 

九 

条 

第
三
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規

定
は
、
都
道
府
県
協
議
会
に
準
用
す
る
。 

付 

則 

近
畿 

東
海

北
陸 

関
東 

北
日
本 

区
分 

４ ３ ８ ４ 

理
事
数 

図
書
館 

協
議
会 

九
州 

四
国 

中

国 

区

分 

７ ４ ３ ３ 
理
事
数 

36 計 

 



(3)               規       約          (令和２年６月２５日) 

こ
の
通
則
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
五 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

別 
表 

           

別
紙
四 委

員
会
通
則 

（
委
員
会
） 

第 

一 

条 

全
国
公
共
図
書
館
協
議
会
（
以
下

「
全
国
協
議
会
」
と
い
う
。）
規
約
第
十
三
条

に
規
定
す
る
委
員
会
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

⑴ 

行
政
委
員
会 

⑵ 

財
政
委
員
会 

⑶ 

職
員
委
員
会 

⑷ 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
委
員
会 

（
任 

務
） 

第 

二 

条 

委
員
会
は
、
理
事
会
と
緊
密
な
連

携
を
た
も
ち
、
全
国
協
議
会
の
必
要
と
す
る

事
項
を
調
査
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
理
事
会

へ
報
告
す
る
。 

（
構 

成
） 

第 

三 

条 

委
員
会
は
、
各
都
道
府
県
か
ら
選

出
さ
れ
た
一
名
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す

る
。
た
だ
し
、
理
事
選
出
県
は
、
理
事
を
充

て
る
。 

（
委
員
長
等
） 

第 

四 

条 

委
員
会
に
委
員
の
互
選
で
委
員

長
及
び
副
委
員
長
各
一
名
を
置
く
。 

２ 

委
員
長
は
、
委
員
会
を
統
括
す
る
。 

３ 

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員

長
事
故
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
の
職
務
を
代

行
す
る
。 

４ 

委
員
は
、
委
員
会
に
出
席
す
る
ほ
か
、
委

員
会
に
関
す
る
調
査
研
究
に
当
た
る
。 

（
集 

会
） 

第 

五 

条 

委
員
会
は
、
全
国
協
議
会
の
会
長

の
承
認
を
得
て
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。
委

員
会
は
、
合
同
し
て
委
員
会
を
開
く
こ
と
が

で
き
る
。 

（
小
委
員
会
） 

第 

六 
条 
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き

は
、
小
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
出
来
る
。 

２ 

小
委
員
会
は
、
委
員
会
が
指
定
し
た
事
項

を
調
査
研
究
し
、
そ
の
結
果
を
委
員
会
に
報

告
す
る
。 

３ 

小
委
員
会
の
委
員
は
、
委
員
会
の
う
ち
か

ら
委
員
会
が
推
薦
す
る
若
干
名
と
し
、
そ
の

委
員
長
は
、
小
委
員
会
の
委
員
の
互
選
と
す

る
。 

４ 

小
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
は
、
委
員

会
の
委
員
長
が
委
嘱
し
、
こ
れ
を
全
国
協
議

会
の
会
長
に
報
告
す
る
。 

（
調
査
員
） 

第 

七 

条 

委
員
会
若
し
く
は
、
小
委
員
会
に

調
査
員
を
置
く
こ
と
が
出
来
る
。 

２ 

調
査
員
は
、
委
員
会
若
し
く
は
、
小
委
員

会
が
諮
問
し
た
事
項
を
調
査
研
究
し
、
そ
の

結
果
を
委
員
会
若
し
く
は
、
小
委
員
会
へ
報

告
す
る
。 

３ 

調
査
員
は
、
委
員
会
若
し
く
は
、
小
委
員

会
が
委
嘱
す
る
。 

４ 

調
査
員
は
、
委
員
会
若
し
く
は
、
小
委
員

会
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
委
員
会
事
務
局
） 

第 

八 

条 

委
員
会
及
び
小
委
員
会
の
事
務

局
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
長
が
所
属
す
る
図

書
館
内
に
置
く
。 

付 

則 

こ
の
通
則
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
五
日

か
ら
施
行
す
る
。 

別
紙
五 分

担
金
規
程 

最
終
改
正 

令
和
二
年
六
月
二
十
五
日 

（
分
担
金
） 

第 

一 

条 

分
担
金
は
、
都
道
府
県
を
単
位
と

し
、
都
道
府
県
の
基
本
金
一
七
、
五
〇
〇
円

に
当
該
都
道
府
県
内
の
人
口
（
万
人
未
満
切

捨
）
に
五
〇
円
を
乗
じ
た
額
（
一
〇
〇
円
未

満
切
捨
）
と
す
る
。 

２ 

１
の
金
額
が
従
前
の
額
を
超
え
る
場
合

は
、
従
前
の
額
を
上
限
と
し
、
当
分
の
間
別

表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
納
入
方
法
） 

第 

二 
条 

分
担
金
は
一
括
し
て
、
納
入
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
分
割
し
て
納
入
す

る
こ
と
も
で
き
る
。 

（
納
入
期
日
） 

第 

三 

条 

分
担
金
は
、
毎
会
計
年
度
の
初
め

に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

付 

則
（
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
五
日
） 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
五
日

か
ら
施
行
す
る
。 

付 

則
（
昭
和
四
十
七
年
六
月
二
十
二
日 

分
担
金
改
正
） 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。 

付 

則
（
昭
和
五
十
年
六
月
二
十
六
日 

分
担
金
改
正
） 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。 

付 

則
（
平
成
十
九
年
六
月
八
日
分
担
金 

改
正
） 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。 

付 

則
（
平
成
二
十
二
年
七
月
九
日
分
担 

金
改
正
） 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。 

付 

則
（
令
和
二
年
六
月
二
十
五
日
分
担 

金
改
正
） 

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。 国

立
国
会
図
書
館
に
関
す
る
内
規 

最
終
改
正 

昭
和
五
十
年
六
月
二
十
六
日 

一
、
全
国
公
共
図
書
館
協
議
会
規
約
第
二
条 

第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
。 

一 

国
立
国
会
図
書
館
は
客
員
と
し
、
理
事 

会
及
び
総
会
に
出
席
し
意
見
を
述
べ
る 

こ
と
が
で
き
る
。 

二 

国
立
国
会
図
書
館
の
分
担
金
は
、
分
担 

金
規
程
に
か
か
わ
ら
ず
六
万
円
と
す
る
。 

付 

則
（
昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
七
日
） 

 
地  区 

協議会名 
都道府県名 

北 日 本 
北海道・青森・岩手・宮城・
秋田・山形・福島 

関  東 
茨城・栃木・群馬・埼玉・
千葉・東京・神奈川・新潟・
山梨・長野・静岡 

東海・北陸 
富山・石川・福井・岐阜・
愛知・三重 

近  畿 
滋賀・京都・大阪・兵庫・
奈良・和歌山 

中  国 
鳥取・島根・岡山・広島・
山口 

四  国 徳島・香川・愛媛・高知 

九  州 
福岡・佐賀・長崎・熊本・
大分・宮崎・鹿児島・沖縄 

 



(令和２年６月２５日)         規       約                  (4) 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
七
日

か
ら
適
用
す
る
。 

付 

則
（
昭
和
五
十
年
六
月
二
十
六
日 

分
担
金
改
正
） 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。 

表
彰
規
程 

（
目 

的
） 

第 

一 

条 

こ
の
規
程
は
、
全
国
公
共
図
書
館

協
議
会
あ
る
い
は
、
公
共
図
書
館
の
事
業
に

尽
力
し
、
そ
の
功
績
顕
著
な
者
の
表
彰
に
関

す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
表
彰
の
対
象
） 

第 

二 

条 

全
国
の
公
共
図
書
館
並
び
に
図

書
館
協
議
会
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
で
、
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
理
事
会
の
決
定
を
経
て
、
こ
れ
を
表

彰
す
る
。 

一 

特
に
本
会
に
功
労
の
あ
っ
た
者 

二 

永
年
図
書
館
の
事
務
に
従
事
し
、
功
労
の
あ

っ
た
者 

三 

永
年
図
書
館
協
議
会
の
委
員
と
し
て
功
労

の
あ
っ
た
者 

四 

そ
の
他
、
特
に
表
彰
す
る
こ
と
が
適
当
と
認

め
た
者 

２ 

す
で
に
表
彰
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
後
前
項
の
他
の
項
目
に
該
当
す
る
に
い

た
っ
た
と
き
は
、
さ
ら
に
表
彰
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
表
彰
の
方
法
） 

第 

三 

条 

表
彰
は
、
表
彰
状
の
贈
呈
を
も
っ

て
行
う
。
理
事
会
で
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、

あ
わ
せ
て
記
念
品
を
贈
呈
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
経 

費
） 

第 

四 

条 

表
彰
に
要
す
る
経
費
は
、
本
会
の

会
計
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
。 

（
委 

任
） 

第 

五 

条 

こ
の
規
程
の
施
行
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
は
、
理
事
会
で
定
め
る
。 

付 

則 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
五 

日
か
ら
施
行
し
、
本
会
が
設
立
さ
れ
た
と
き
か 

ら
適
用
す
る
。 

表
彰
規
程
施
行
内
規 

最
終
改
正 

平
成
十
三
年
六
月
二
十
七
日 

第
二
条
一
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
。 

第 

二 
号 

一 

公
共
図
書
館
に
勤
務
し
た
期
間
が
三
十
年

以
上
で
功
労
の
あ
っ
た
者 

二 

公
共
図
書
館
の
館
長
と
し
て
十
年
以
上
勤

務
し
功
労
が
あ
り
転
退
職
し
た
者 

三 

司
書
の
資
格
を
有
す
る
者
で
、
公
共
図
書
館

に
勤
務
し
て
い
る
者
が
、
公
共
図
書
館
、
大

学
図
書
館
、
学
校
図
書
館
、
公
民
館
図
書
室

及
び
図
書
館
類
縁
機
関
に
勤
務
し
た
期
間

の
合
計
が
三
十
年
以
上
で
功
労
の
あ
っ
た

者 

第 

三 

号 

一 

委
員
の
期
間
が
十
五
年
以
上
で
功
労
の
あ

っ
た
者 

二 

委
員
と
し
て
十
年
以
上
そ
の
職
に
あ
り
、
功

労
が
あ
り
退
任
し
た
者 

付
則
（
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
五
日
） 

こ
の
内
規
は
、
四
十
五
年
六
月
二
十
五
日
か 

ら
適
用
す
る
。 

付
則
（
平
成
十
三
年
六
月
二
十
七
日
司
書
資

格
を
有
す
る
者
の
特
例
） 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。 

別表  全公図分担金 
 

県 名 
分 担 金 

（円） 
県 名 

分 担 金 

（円） 

北海道 
青 森 
岩 手 
宮 城 
秋 田 
山 形 
福 島 
茨 城 
栃 木 
群 馬 
埼 玉 
千 葉 
東 京 
神奈川 
新 潟 
富 山 
石 川 
福 井 
山 梨 
長 野 
岐 阜 
静 岡 
愛 知 
三 重 

44,400  
24,000  
23,800  
29,100  
22,600  
23,100  
27,000  
31,000  
27,300  
27,300  
52,700  
47,700  
80,300  
61,400  
29,000  
22,800  
23,200  
21,400  
21,600  
27,900  
27,600  
36,000  
53,700  
26,500 

滋 賀 
京 都 
大 阪 
兵 庫 
奈 良 
和歌山 
鳥 取 
島 根 
岡 山 
広 島 
山 口 
徳 島 
香 川 
愛 媛 
高 知 
福 岡 
佐 賀 
長 崎 
熊 本 
大 分 
宮 崎 
鹿児島 
沖 縄 
国 立 国 会 

24,400  
29,500  
61,500  
40,900  
24,300  
22,300  
20,300  
20,900  
27,100  
31,700  
24,500  
21,200  
22,300  
24,400  
21,100  
42,500  
21,600  
24,300  
26,400  
23,300  
23,000  
25,700  
24,100  
60,000 

計 1,498,700 

 


